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田
や
畑
と
い
っ
た
農
地
を
宅
地
、
駐
車
場
、

資
材
置
場
等
の
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る

（
転
用
）
に
は
、
町
長
の
許
可
（
農
地
の
面

積
が
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
は
農
林

水
産
大
臣
の
協
議
・
許
可
）
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
農
地
に
桜
や
ク
ヌ

ギ
等
を
植
林
す
る
場
合
も
転
用
と
な
り
、
町

長
の
許
可
が
必
要
で
す
。（
農
地
法
第
４
条
、

第
５
条
）

　

な
お
、
自
己
所
有
の
農
地
の
利
用
・
保
全

の
た
め
に
必
要
な
施
設
（
水
路
、
農
道
等
）

を
設
置
す
る
場
合
は
、
許
可
は
不
要
で
す
が
、

２
ア
ー
ル
未
満
の
自
己
用
の
農
業
経
営
施

設
（
農
舎
、
畜
舎
等
）
を
設
置
す
る
場
合
は
、

農
業
委
員
会
へ
農
地
転
用
制
限
例
外
の
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

農
地
の
無
断
利
用
を
防
ご
う
！

　
　
～ 
農
地
の
売
買
・
貸
借
・
転
用
に
は
許
可
が
必
要
で
す
！  

～

問
町
農
業
委
員
会
（
農
林
水
産
課
内
） 

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

農
地
転
用
の
手
続
き
は
？

　

農
地
転
用
の
手
続
き
に
は
、
次
の
２
つ
の

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

⑴ 

農
地
の
所
有
者
自
ら
が
、
農
地
の
転
用
を

す
る
場
合
（
農
地
法
第
４
条
）

⑵ 
農
地
の
転
用
を
目
的
と
し
て
、
所
有
権
や

賃
貸
借
権
な
ど
の
権
利
を
移
転
し
た
り
設

定
す
る
場
合
（
農
地
法
第
５
条
）

※ 

手
続
き
内
容
に
よ
っ
て
、
添
付
書
類
等
提

出
す
る
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

許
可
な
く
貸
借
や
転
用
を
し
た
ら
？

　

無
許
可
で
転
用
し
た
場
合
や
、
許
可
の
内

容
と
異
な
る
目
的
で
転
用
し
た
場
合
は
、
耕

作
権
の
保
護
や
権
利
移
転
な
ど
の
法
律
行
為

が
無
効
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
違
反
転
用
の

場
合
は
町
長
が
工
事
の
中
止
や
原
状
回
復
な

ど
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

農
地
に
該
当
す
る
か
の
確
認
は
、
農
業
委

員
会
事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
地
銀
行
と
は
？

　

農
地
銀
行
は
、
農
地
を
「
売
り
た
い(

貸
し

た
い
）」「
買
い
た
い
（
借
り
た
い
）」
と
い
う

希
望
を
周
防
大
島
担
い
手
支
援
セ
ン
タ
ー
で
取

り
ま
と
め
て
い
ま
す
。
農
地
の
有
効
活
用
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）のお知らせ

■給付金の対象となる方
　次の⑴～⑶のいずれかに該当する方
⑴�令和４年４月分の児童扶養手当が支給された方※１

（申請不要。対象者には支給済みです）
⑵�公的年金等※２を受給しており、令和４年４月分の
児童扶養手当の支給が全額停止されている方※３※４

（要申請）
⑶�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
と同じ水準となっている方（要申請）
※�１児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象にな
ります。
※�２遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補
償など。
※�３すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受け
ている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしてい
れば、令和４年４月分の児童扶養手当の支給が全額、

または一部を停止されたと推測される方も対象とな
ります。
※�４児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限
ります。

■給付額
　児童１人当たり一律５万円
■手続きに必要な物
　通帳の写し、本人確認書類、収入額が分かる書類、
年金額が分かる書類等
■申請場所
　福祉課、各総合支所
■申請期限
　令和５年２月 28 日㈫
■問い合わせ
　福祉課�民生福祉班
　☎ 0820（77）5505


